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猪名川町空き家活用支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱をここに告示する。 
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猪名川町空き家活用支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

令和８ 年 ５月１２日  

要 綱 第  ５１ 号  

 

 猪名川町空き家活用支援事業補助金交付要綱（令和５年要綱第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中第１４号を第１５号とし、第４号から第１３号までを１号ずつ繰り下げ、第３

号の次に次の１号を加える。 

⑷ 住宅宿泊施設 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）、国家戦略特別区域法

（平成２５年法律第１０７号）又は旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）に基づく

民泊をいう。 

 第１３条第７号中「事例等掲載意向確認書」を「広報用資料提供書」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

耐震診断区分 構造区分 耐震基準 

改修建築物を自己

の居住の用に供す

る場合 

左記以外の場合 

⑴ 一般財団法人日本建築防災協会に

よる「木造住宅の耐震診断と補強

方法」（２０２５年改訂版、２０

１２年改訂版、２００４年改訂

版）による一般診断法又は精密診

断法 

木造 上部構造評点が

０．７以上 

上部構造評点が

１．０以上 

⑵ 市町が実施する簡易耐震診断 木造 総合評点が０．７

以上 

総合評点が１．０

以上 

⑶ 一般財団法人日本建築防災協会に

よる「耐震改修促進法のための既

鉄骨造 構造耐震指標

（Is）が０．３以

構造耐震指標

（Is）が０．６以
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存鉄骨造建築物の耐震診断および

耐震改修指針・同解説」（２０２

５年改訂版、２０１１年版、１９

９６年版）による耐震診断 

上 上 

⑷ 一般財団法人日本建築防災協会に

よる「既存鉄筋コンクリート造建

築物の耐震診断基準 同解説」

（２０１７年改訂版、２００１年

改訂版）に定める「第１次診断

法」、「第２次診断法」又は「第

３次診断法」による耐震診断 

鉄筋コンクリ

ート造 

構造耐震指標

（Is）を構造耐震

判定指標（Iso）

で除した値が１．

０以上 

⑸ 一般財団法人日本建築防災協会に

よる「既存鉄骨鉄筋コンクリート

造建築物の耐震診断基準 同解

説」（２００９年改訂版）に定め

る「第１次診断法」、「第２次診

断法」又は「第３次診断法」によ

る耐震診断 

鉄骨鉄筋コン

クリート造 

⑹ 建築基準法施行令（昭和２５年政

令第３３８号）第３章第８節に規

定する構造計算による耐震診断 

全ての構造 構造計算により安全性が確かめられ

ること。 

⑺ 上記⑴から⑹までに掲げる方法と

同等と認められる耐震診断 

全ての構造 上記⑴から⑹までの耐震基準と同等

の耐震性能を有すると認められるこ

と。 

様式第５号、様式第６号、様式第７号及び様式第１６号を次のように改める。 
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附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の猪名川町空き家活用支援事業

補助金交付要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 
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猪名川町空き家活用支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 新旧対照表 

改  正  条  文 現  行  条  文 

(定義) (定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 住宅宿泊施設 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)、国家戦略

特別区域法(平成25年法律第107号)又は旅館業法(昭和23年法律第138

号)に基づく民泊をいう。 

 

(5) （略） (4) （略） 

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

(9) （略） (8) （略） 

(10) （略） (9) （略） 

(11) （略） (10) （略） 

(12) （略） (11) （略） 

(13) （略） (12) （略） 

(14) （略） (13) （略） 

(15) （略） (14) （略） 

(実績報告) 

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告 

(実績報告) 

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の

翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年

度の2月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならな

い。 

書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の

翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年

度の2月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならな

い。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 広報用資料提供書(様式第16号) (7) 事例等掲載意向確認書(様式第16号) 

(8)～(11) （略） (8)～(11) （略） 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

耐震診断区分 構造区分 耐震基準 

改修建築物を

自己の居住の

用に供する場

合 

左記以外の場

合 

(1) 一般財団法人日本建築防災

協会による「木造住宅の耐

震診断と補強方法」(2025年

改訂版、2012年改訂版、20

04年改訂版)による一般診断

法又は精密診断法 

 

 

木造 上部構造評点

が0.7以上 

上部構造評点

が1.0以上 

(2) 市町が実施する簡易耐震診 木造 総合評点が0.7総合評点が1.0

耐震診断区分 構造区分 耐震基準 

改修建築物を

自己の居住の

用に供する場

合 

左記以外の場

合 

(1) 国土交通省住宅局建築指導

課監修「木造住宅の耐震診

断と補強方法」又は一般財

団法人日本建築防災協会発

行「2012年改訂版 木造住

宅の耐震診断と補強方法」

による一般診断法又は精密

診断法 

木造 上部構造評点

が0.7以上 

上部構造評点

が1.0以上 

(2) 市町が実施する簡易耐震診 木造 総合評点が0.7総合評点が1.0
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改  正  条  文 現  行  条  文 

断 以上 以上 

(3) 一般財団法人日本建築防災

協会による「耐震改修促進

法のための既存鉄骨造建築

物の耐震診断および耐震改

修指針・同解説」(2025年改

訂版、2011年版、1996年

版)による耐震診断 

鉄骨造 構造耐震指標

(Is)が0.3以上 

構造耐震指標

(Is)が0.6以上 

(4) 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄筋コン

クリート造建築物の耐震診

断基準 同解説」(2017年改

訂版、2001年改訂版)に定め

る「第1次診断法」、「第2

次診断法」又は「第3次診断

法」による耐震診断 

鉄筋コン

クリート

造 

構造耐震指標

(Is)を構造耐

震判定指標(Is

o)で除した値

が1.0以上 

(5) 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄骨鉄筋

コンクリート造建築物の耐

震診断基準 同解説」(2009

年改訂版)に定める「第1次

診断法」、「第2次診断法」

又は「第3次診断法」による

鉄骨鉄筋

コンクリ

ート造 

断 以上 以上 

(3) 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄骨造建

築物の耐震診断指針」(1996

年版、2011年版)による耐震

診断 

 

 

鉄骨造 構造耐震指標

(Is)が0.3以上 

構造耐震指標

(Is)が0.6以上 

(4) 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄筋コン

クリート造建築物の耐震診

断基準」に定める「第1次診

断法」、「第2次診断法」又

は「第3次診断法」(2017年

版)による耐震診断 

 

鉄筋コン

クリート

造 

構造耐震指標

(Is)を構造耐

震判定指標(Is

o)で除した値

が1.0以上 

(5) 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄骨鉄筋

コンクリート造建築物の耐

震診断基準」に定める「第1

次診断法」、「第2次診断

法」又は「第3次診断法」(2

009年版)による耐震診断 

鉄骨鉄筋

コンクリ

ート造 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

耐震診断 

(6) 建築基準法施行令(昭和25年

政令第338号)第3章第8節に

規定する構造計算による耐

震診断 

全ての構

造 

構造計算により安全性が確

かめられること。 

(7) 上記(1)から(6)までに掲げる

方法と同等と認められる耐

震診断 

全ての構

造 

上記(1)から(6)までの耐震基

準と同等の耐震性能を有す

ると認められること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(6) 建築基準法施行令(昭和25年

政令第338号)第3章第8節に

規定する構造計算による耐

震診断 

全ての構

造 

構造計算により安全性が確

かめられること。 

(7) 上記(1)から(6)までに掲げる

方法と同等と認められる耐

震診断 

全ての構

造 

上記(1)から(6)までの耐震基

準と同等の耐震性能を有す

ると認められること。 
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改  正  条  文 現  行  条  文 
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改  正  条  文 現  行  条  文 
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改  正  条  文 現  行  条  文 
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改  正  条  文 現  行  条  文 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

  


